
 

医企第 1059号  

   令和６年４月 18日  

 

各関係団体会長 殿 

 

神奈川県健康医療局保健医療部医療企画課長 

                   （公  印  省  略） 

 

令和６年度版 死亡診断書（死体検案書）記入マニュアルにつ

いて（依頼） 

 

本県の保健医療行政の推進につきましては、日頃からご理解、ご協力をいただ

きお礼申し上げます。 

標記のことについて、令和６年３月 28日付けで、厚生労働省医政局医事課政

策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室長から事務連絡がありました。 

つきましては、貴会会員に周知くださいますようお願いします。 

 

 

 

問合せ先 

法人指導グループ 中村 

電  話  (045)210-1111 内線 4871 
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Q&A URL
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/sibousinnda

nnsyo.html 

HP  

https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/ 
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医師・歯科医師の皆さまへ

HP

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/sibousinndannsyo.html

/

20

Q 次のような場合に（死体検案書ではなく）死亡診断書を記載できるでしょうか？

・別にかかりつけ医がいる患者がCPAで病院に搬送され、初診で死亡を確認したとき

・連携する別の医師が訪問診療を行っていた患者が死亡し、死後診察を行ったとき

 


